
規 則

�愛媛県規則第４９号
愛媛県貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部を改正する規則

愛媛県貸金業の規制等に関する法律施行細則（昭和５８年愛媛県規則第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県貸金業法施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、貸金業法施行令 （昭和５８

年政令第１８１号。以下「政令」という。）及び貸金業法施行規則

（昭和５８年大蔵省令第４０号。以下「省令」という。）

に定めるもののほか、貸金業法 （昭和５８年法律

第３２号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（書類の部数）

第２条 省令第１条の５第２項、第７条第２項、第１０条第２項並びに

第２６条の２９第２項及び第３項の規定により知事が定める書類の部

数は、次の表の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該右欄

に掲げる部数とする。

愛媛県貸金業の規制等に関する法律施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、貸金業の規制等に関する法律施行令（昭和５８

年政令第１８１号。以下「政令」という。）及び貸金業の規制等に関

する法律施行規則（昭和５８年大蔵省令第４０号。以下「省令」という。）

に定めるもののほか、貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律

第３２号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（書類の部数）

第２条 省令第１条第２項、第７条第２項及び第１０条第２項

の規定により知事が定める書類の部

数は、次の表の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該右欄

に掲げる部数とする。

書 類 の 区 分 部 数 書 類 の 区 分 部 数

省令第１条の５第２項に規定する登録申請書の副本 ２部 省令第１条第２項 に規定する登録申請書の副本 ２部

省令第１条の５第２項に規定する登録申請書の添付

書類
１部

省令第１条第２項 に規定する登録申請書の添付

書類
１部

省略 省略

省令第１０条第２項に規定する廃業等届出書の副本 １部 省令第１０条第２項に規定する廃業等届出書の副本 ２部

省令第１０条第２項に規定する廃業等届出書の添付証

明書類
省略

省令第１０条第２項に規定する廃業等届出書の添付証

明書類
省略

省令第２６条の２９第２項に規定する事業報告書の副本 ２部
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�愛媛県告示第１８８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１８８６号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合す

ると認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第

４項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８８７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、伊予市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量

（１／１０，０００撮影、１／２，５００地形図作成、１／５，

０００地形図作成、１／１０，０００地形図作成、デジタル

オルソ作成）

２ 作業期間 平成１８年１１月６日から

平成１９年１１月３０日まで

３ 作業地域 伊予市全域

附 則

この規則は、平成１９年１２月１９日から施行する。

�愛媛県告示第１８８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

省令第２６条の２９第３項に規定する参考書類 ２部

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秋 山 茂 新居浜市庄内町二丁目６番１３号

区 域 区 分

宇和島区域（宇和島漁業
協同組合の地区）

総トン数１０トン以上２０トン未満の漁船により、
まき網を使用して営む漁業

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
今治市玉川町大野字要界甲６１番３から

同町大野字江マエ甲４０番２まで

旧 １０．０～１９．０ ０．０２６

新 １２．０～２０．０ ０．０２６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鈍川伊予大井停車場線
今治市玉川町高野字三平甲８９番４から

同町高野字河原京甲１０２番５まで
平成１９年１２月１８日

愛 媛 県 報平成１９年１２月１８日 第１９２３号
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その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８９３号
電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路を次のよう

に指定した。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田柳谷線
喜多郡内子町本川４２４６番地先から

同町本川４２４９番３まで

旧 ６．５～１５．０ ０．１３３

新 ６．５～２１．０ ０．１３３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田柳谷線
喜多郡内子町本川４２４６番地先から

同町本川４２４９番３まで
平成１９年１２月１８日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 論田袋口線 喜多郡内子町立山６５９番 平成１９年１２月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

メートル

整備方式

県 道 国領高木線
新居浜市坂井町二丁目甲３５８２番３地先から

同市坂井町一丁目７番４地先まで
２７．０ ５８０．０ 裏配線方式

〃 〃
新居浜市坂井町二丁目甲３５１７番１地先から

同市坂井町二丁目３５８２番３地先まで
１６．０～２０．０ ２６７．５

電線共同溝
方式

〃 新居浜停車場線
新居浜市坂井町二丁目甲３５８３番３地先から

同市坂井町一丁目３５９６番地先まで
２０．０～２７．０ ２５２．５

電線共同溝
方式

愛 媛 県 報平成１９年１２月１８日 第１９２３号
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訓 令

�愛媛県告示第１８９４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

東予広域都市計画道路 ３・４・４ 西町中村線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 新居浜市横水町の一部

�������
�愛媛県告示第１８９５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

都市計画の種類及び名称

�愛媛県告示第１８９６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県訓令第１７号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１９年１２月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の種

類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の種

類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

経

営

支

援

課

１～３

省略

経

営

支

援

課

１～３

省略

４ 貸金

業法

１ 貸金業者に関すること。 ４ 貸金

業の規

制等に

１ 貸金業者に関すること。

� 登録（第３条第１項、

第５条、第６条第２項）
○

変 更 前 変 更 後

東予広域都市計画公園
６・５・２東予市運動公園

東予広域都市計画公園
６・５・２東予運動公園

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９松局建（開）第４７号

平成１９年１１月３０日
伊予郡松前町大字中川原字横枕３３３番１及び３３３番３

松山市古川西三丁目４番２号

古川資源リサイクル株式会社

代表取締役 松 若 永 元

愛 媛 県 報平成１９年１２月１８日 第１９２３号

１３４７



の

施行に

関する

事務

� 登録の更新（第３条

第２項）
○

関する

法律の

施行に

関する

事務

� 登録換えの申請の処理

（貸金業法施行規則第６

条第２項）

○

� 登録換えの申請の受理

（第４条

）

○

� 登録に係る措置（第５

条、第６条）
○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 貸金業務取扱主任者研

修の受講の届出の受理

（第１２条の３第８項）

○

� 貸金業務取扱主任者の

解任の勧告（第１２条の３

第９項）

○

� 貸金業務取扱主任者研

修事務の委任（第１２条の

３第１０項）

○

	 開始等の届出の受理

（第２４条の６の２）
○


 業務改善命令（第２４条

の６の３）
○

� 監督処分（第２４条の６

の４、第２４条の６の８）
○

� 業務の停止命令（第３６

条）
○

� 登録の取消し（第５条

第２項、第２４条の６の５、

第２６条の６の８）

○

� 登録の取消し（第３７条、

第３８条

）

○

 所在不明者等の登録の

取消し（第２４条の６の６

第１項、第２６条の６の８）

○

� 貸金業者の営業所等を

確知できない事実の公告

（第２４条の６の６第１項

第１号）

○

� 処分等の公告（第３８条、

第４１条第１項）
○

� 登録の抹消（第２４条の

６の７）
○ � 登録の消除（第４０条） ○

� 事業報告書の受理（第

２４条の６の９）
○

� 報告の徴収（第２４条第

２項、第２４条の２第２

項、第２４条の３第２項、

第２４条の４第２項、第２４

条の５第２項、第２４条の

６の１０第１項、第２項）

○

	 報告徴収（第４２条第１

項

）

○

� 社内規則の作成又は変

更の命令（第２４条の６の

１１第２項）

○
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（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 社内規則の作成又は変

更の承認（第２４条の６の

１１第３項）

○

� 承認を受けた社内規則

の変更又は廃止の承認

（第２４条の６の１１第４

項）

○

� 貸金業協会への協力の

要請（第４１条の８）
○

２ 貸金業協会に関するこ

と。

� 契約約款例の認可（第

２７条第２項）
○

� 協力の要請（第３１条） ○

� 報告徴収及び立入検査

（第３５条第１項）
○

� 登録等に関する意見聴

取（第４４条の３第１項、

第３項）

○

５～２８

省略

５～２８

省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組
織
名

事務の種類 事 項

決裁区分

組
織
名

事務の種

類
事 項

決裁区分

局
長

専決者
局
長

専決者

部
長

課
長

部
長

課
長

商
工
労
政
課

１～８

省略

商
工
労
政
課

１～８

省略

９ 貸金業

法の施行

に関する

事務

１ 登録の申請の受理（貸金業

法 （以下

この部において「法」という。）

第３条第１項）

○

９ 貸金業

に関する

事務

１ 登録の申請の受理（貸金業

の規制等に関する法律（以下

この部において「法」という。）

第４条 ）

○

２ 登録の更新の申請の受理

（法第３条第２項）
○

３ 登録換えの申請の経由（貸

金業法施行規則第６条第１項

）

○

２ 登録換えの申請の経由（貸

金業の規制等に関する法律施

行規則第６条）

○

４ 変更の届出の受理（法第８

条第１項 ）
○

３ 変更の届出の受理（法第８

条第１項及び第３項）
○

５ 省略 ４ 省略

６ 立入検査（法第２４条第２項、

第２４条の２第２項、第２４条の

３第２項、第２４条の４第２

○

５ 立入検査（法第４２条第１項

○
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（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

項、第２４条の５第２項、第２４

条の６の１０第３項、第４項） ）

１０～１５

省略

１０～１５

省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�・�の２ 省略

�の３ 貸金業法第３条第１項

の規定に基づく登録の申請の受理に関すること。

�の４ 貸金業法第３条第２項の規定に基づく登録の更新の申請

の受理に関すること。

�の５ 貸金業法 第８条第１項 の規定に基づく変

更の届出の受理に関すること。

�の６ 貸金業法 第１０条第１項の規定に基づく廃業等の届出

の受理に関すること。

�の７ 貸金業法第２４の６の１０第３項及び第４項（これらの規

定を同法第２４条第２項、第２４条の２第２項、第２４条の３第２

項、第２４条の４第２項及び第２４条の５第２項において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく立入検査に関すること。

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�の２２ 省略

�～� 省略

５・６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

� 貸金業法施行規則第６条第１項 の規定に基づく

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�・�の２ 省略

�の３ 貸金業の規制等に関する法律（以下「貸金業規制法」と

いう。）第４条の規定に基づく登録の申請の受理に関すること。

�の４ 貸金業規制法第８条第１項及び第３項の規定に基づく変

更の届出の受理に関すること。

�の５ 貸金業規制法第１０条第１項の規定に基づく廃業等の届出

の受理に関すること。

�の６ 貸金業規制法第４２条第１項

の規定に基づく立入検査に関するこ

と。

�の７ 省略

�の８ 省略

�の９ 省略

�の１０ 省略

�の１１ 省略

�の１２ 省略

�の１３ 省略

�の１４ 省略

�の１５ 省略

�の１６ 省略

�の１７ 省略

�の１８ 省略

�の１９ 省略

�の２０ 省略

�の２１ 省略

�～� 省略

５・６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

� 貸金業の規制等に関する法律施行規則第６条の規定に基づく
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公営企業管理規程

附 則

この訓令は、平成１９年１２月１９日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第９号
愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成１９年１２月１８日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章・第２章 省略

第３章 収入

第１節・第２節 省略

第３節 収納及び払込み（第２４条―第３０条の２）

第４節 省略

第４章～第１５章 省略

附則

様式第３７号（第３２条関係） 督促状

目次

第１章・第２章 省略

第３章 収入

第１節・第２節 省略

第３節 収納及び払込み（第２４条―第３０条 ）

第４節 省略

第４章～第１５章 省略

附則

様式第３７号（第３２条関係）督促状

（表）

□□□―□□□□

様

（裏）

督 促 状

（住所）
督 促 状

（氏名）

省略 省略

注 １ 用紙寸法は、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 省略

３ 注意事項欄には、下記事項等を記載すること。

�・� 省略

� 審査請求又は異議申立てに関する事項

注 １ 用紙寸法は、郵便はがき大 とすること。

２ 省略

３ 注意事項欄には、下記事項等を記載すること。

�・� 省略

� 審査請求又は異議の申立に関する事項

� 省略 � 省略

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

登録換えの申請の経由に関すること。

�～� 省略

６～９ 省略

登録換えの申請の経由に関すること。

�～� 省略

６～９ 省略

平成１９年１２月１８日 発行
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